
 

 

 

千葉市監査委員告示第１０号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により、監査の結果

に基づき講じた措置について、別添のとおり千葉市長から通知がありましたので、公表し

ます。 

 

    令和４年１０月２６日 

 

千葉市監査委員 宮 原 清 貴 

同        岩 井 雅 夫 

同       三 瓶 輝 枝 



 

 

４千総総第１０００号 

令和４年１０月２４日 

 

 千葉市監査委員 宮 原 清 貴 

 同       岩 井 雅 夫 

 同       三 瓶 輝 枝 

 

千葉市長 神 谷 俊 一   

 

 

監査の結果に基づき講じた措置について（通知） 

 

 

 平成３１年度監査報告第８号、令和２年度監査報告第１０号並びに令和３年度監査報告第

９号及び第１１号により報告のあった監査の結果に基づき講じた措置について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定により別紙のとおり通知します。 
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報告書番号 ３１監査報告第８号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（３）契約事務 

ア 産業廃棄物の収集運搬及び処分の委

託を適正に行うべきもの（都市局） 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和４５年法律第１３７号）第１２

条第５項によると、事業者は、事業活動

に伴って生じた産業廃棄物の運搬又は

処分を他人に委託する場合には、許可

を受けた産業廃棄物収集運搬業者及び

産業廃棄物処分業者（以下「産廃許可業

者」という。）に委託しなければならな

いとされている。 

 また、同法施行令（昭和４６年政令第

３００号）第６条の２第４号によると、

委託契約は書面により行うこととさ

れ、契約書に運搬の最終目的地の所在

地、処分の方法等を記載すること及び

処理業者の許可証の写しを添付するこ

とが義務付けられている。 

 しかしながら、一部の産業廃棄物の

処理委託等において、次のような事例

が見受けられた。 

（ア）予定価格が２０万円以下である

ことを理由として、千葉市契約規則（昭

和４０年千葉市規則第３号）第２６条

第１号の規定により、契約書の作成を

省略していたもの 

（イ）契約書に法令に定められた事項

が記載されておらず、処理業者の許可

証の写しが添付されていなかったもの 

（ウ）処分業の許可を持つ産廃許可業

者に処分を委託しなければならないと

ころ、収集運搬業の許可のみを持つ産

廃許可業者に処分を含めて委託してい

たもの 

 産業廃棄物の収集運搬及び処分の委

託については、法令に基づき適正に行

われたい。 

 

 

 

産業廃棄物の収集運搬及び処分の委託に

ついては、令和２年１月７日付けで、都市局

長から各所属長に対して、再発防止に取り組

むよう通知を行い、所属職員に対し周知徹底

し、以後、適正な運用を行っている。 

 

  



 

 

報告書番号 ３監査報告第９号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）支出事務 

  ア 支払遅延を防止する体制を整備すべ

きもの（こども未来局） 

（ア）事案及び問題点 

 今回の監査において、消耗品費や委

託料の支払時期を重点的に確認したと

ころ、こども未来局において、支払遅

延が常態化している所管が見受けられ

た。 

（イ）指摘 

 こども未来局においては、支払遅延 

の発生原因を明らかにし、対応策を講

じるなど、支払遅延を防止する体制を

整備されたい。 

 

 

 

 

支払遅延の防止については、令和３年１２

月２１日付けで、こども未来局長から各所

属長に対して、対応策を講じ、再発防止に

取り組むよう通知を行い、所属職員に対し

周知徹底し、以後、適正な運用を行ってい

る。 

なお、保育所で収受した請求書類等は、

保育所にスキャナを設置し、所管課にデー

タを速やかに送付することにより、支払遅

延を防止することとした。 

 

（２）契約事務 

  イ 発注事務を適正に行うべきもの（こ

ども未来局、都市局） 

（ア）事案及び問題点 

 本市においては、予定価格が１０万 

円未満の場合は一者による随意契約を

することができるが、予定価格は価格

の総額について定め、見積書を徴する

際は、契約内容に応じて業者選定し、特

定の相手方のみに固定しない必要があ

る。  

しかしながら、一部の業務委託等に 

おいては、必要な業務を一括で発注せ

ずに、１０万円未満に分割して、同一業

者に複数回発注しているが、契約金額

を合算すると１０万円以上になってい

ることから、予定価格が１０万円未満

となるよう意図的に発注を分割したも

のと評価される。 

（イ）指摘 

    発注事務に当たっては、予算執行の 

透明性・経済性・競争性・公平性を阻

害することのないよう、適正に事務を

行われたい。 

 

 

 

 発注事務については、令和３年度に各局長

から局内各所属長に対して、会計規則等に基

づき、適正に行うよう通知を行い、所属職員

に対し周知徹底し、以後、適正な運用を行っ

ている。 

 



 

 

（２）契約事務 

  エ 契約及び履行検査の手続を適正に行

うべきもの（都市局） 

（ア）事案及び問題点 

    市営住宅の用途廃止移転事業におい

て、移転料の支払に関する契約の相手

方の退去日を把握しておらず、契約締

結日を退去日後の日付としたり、検査

調書に実際と異なる退去日を記載した

りしている事例が見受けられた。 

（イ）指摘 

    契約書及び検査調書には、正確な日

付を記載されたい。 

 

 

 

 

 

 契約及び履行検査の手続については、市営

住宅の用途廃止移転事業において、業務マニ

ュアルを改正するとともに、決裁時に住宅供

給公社が作成した書類（市営住宅退去補修査

定額承認書、移転料算定調査票、市営住宅退

去届出書）を添付のうえ正確な日付を確認・

記載することとし、以後、適正な運用を行っ

ている。 

 

  



 

 

報告書番号 ３監査報告第１１号 

監査の種類 事務事業定期監査（財務監査） 

監査の結果（指摘事項） 講 じ た 措 置 

（１）収入事務 

ア 規程を見直すべきもの（水道局） 

（ア）事案及び問題点 

市水道局の料金徴収は外部委託をし

ており、平成２４年度の市上下水道料

金徴収一元化以降、受託者が納入義務

者から徴収した収納金は、市下水道事

業会計を経由し、市水道局へ納入され

ている。 

一方で、千葉市水道局料金徴収業務

委託規程第４条によると、「徴収及び収

納事務を受託しようとする者は、収納

した金額を納付書と領収済通知書を添

えて出納取扱金融機関へ即日納入しな

ければならない。ただし、出納取扱金

融機関が閉店した後に収納した場合

は、出納取扱金融機関の翌営業日に納

入することができる。」と定められてお

り、規程が現状に即していないものと

なっている。 

（イ）指摘 

水道局においては、関係規程の見直

しを行われたい。 

 

 

料金徴収については、関係規程等を確認し

たところ、市上下水道料金徴収一元化以降、

千葉市水道局料金徴収業務委託規程ではな

く、「水道料金の徴収事務の取扱いについて」

（以下、「取扱いについて」という。）により

運用している。 

「取扱いについて」における収納日の取扱

いが現状に即していなかったことから、令和

４年７月２０日付けでこれを改正した。 

（２）支出事務 

ア 定期支払制度の支払予定日を見直す 

べきもの（会計室） 

  （ア）事案及び問題点 

本市では、ＯＡ機器のリース料や施 

設の保守管理業務委託料など、契約に

より支払時期及び支払金額があらかじ

め確定しており、年度内の支払回数が

３回以上のものの支払方法を簡略化す

るため、定期支払制度※を導入してお

り、支払予定日は１５日又は月末を指

定することとなっている。本制度を利

用した場合、請求書の提出が不要とな

ることから、政府契約の支払遅延防止

等に関する法律（昭和２４年法律第

 

 

 

 定期支払制度については、令和４年３月 

１１日に定期支払事務取扱要領を改正し、毎

月の支払予定日の設定を「１５日又は月末」

から「１５又は２５日」へ変更した。 

 また、同日付けで、会計室長から各所属長

に対して支払予定日の変更について通知を

行い、令和４年度からは適正に実施してい

る。 

 



 

 

２５６号。以下「支払遅延防止法」とい

う。）で定める適法な支払請求を受けた

日は、検査を終了した日になると考え

られる。 

 しかしながら、当該制度を利用した 

契約の支払は月ごとの完了払となって

いるケースが多く、検査が履行日の翌

日（履行月の翌月１日）に終了すると、

指定した支払予定日が月末で、月末が

３１日となる月においては、支払遅延

防止法に定める支払時期（工事代金を

除き、適法な請求を受けた日から３０

日以内の日）までに支払うことができ

ない状況となっている（検査が履行日

に終了すると、月末が３０日となる月

においても支払遅延防止法に定める支

払時期までに支払うことができな

い。）。 

（イ）指摘 

定期支払制度は、業務の効率化を図 

る上で、有効な制度であることから、支

払遅延の発生が生じることのないよ

う、本制度で指定できる支払予定日を

見直されたい。 

 

 


